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どんなキッチンにもぴったりのシンプルでコンパクトなデザイン。

換気扇連動スイッチ ※別売

お客さまの用途に合う
小型湯沸器を、
お選びください。

元止め式 ※お湯を使う場所の近くに設置 先止め式 ※お湯を使う場所から離れたところに設置

不完全燃焼防止装置
お湯を出すと、換気扇が回ります。こんな時、自動的に火が消えます。

●お部屋が酸素不足になったとき
万が一、お部屋の酸素が不足したとき、自動的にガスを
遮断し火を消します。

●熱交換器（フィン）が詰まったとき
長年使用していると、熱交換器（フィン）が詰まりやすくなり
ます。フィンが詰まると不完全燃焼が起きる場合があり、
こんなときにも自動的にガスを遮断し火を消します。

小型湯沸器を取り付ける際は、給湯と同時に自動的に換気扇が回る
「換気扇連動スイッチ」の設置をおすすめします。

35cmの長い出湯管でイヤな水ハネがありません。点火
や出湯、消火も簡単操作。

お湯を使う場所から離れた場所に設置しても、給湯配管
によりお湯が使えます。

ついうっかりの消し忘れにも約10
分～20分後に消火し、出湯を自
動的に停止するので安全です。

不完全燃焼防止装置が作動する
と自動的にガスを遮断し、機器を
ロックします。

点検時期をお知らせランプで報知

快適機能マーク　※次の機能は、共通機能として全機種に標準装備されています。

ガス小型湯沸器＜元止め式＞

ガス小型湯沸器＜元止め式＞ ガス小型湯沸器＜先止め式＞

13A LPG

●寸法／幅290×奥行136×高さ372mm
●給湯能力／8.72kW

RUS-V51WTK（WH）

36,750円（税抜35,000円）

5号
13A LPG

●寸法／幅290×奥行136×高さ372mm
●給湯能力／8.72kW

RUS-V53WTK（WH）

37,905円（税抜36,100円）
希望小売価格

希望小売価格
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材
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材

部 

材

［別売］換気扇連動スイッチ ・・・・・・・・ 7,350円（税込）

［付属］出湯管
［別売］換気扇連動スイッチ ・・・・・・・・ 7,350円（税込）

［別売］換気扇連動スイッチ ・・・・・・・・ 9,975円（税込）

［付属］出湯管
［別売］換気扇連動スイッチ ・・・・・・・・ 9,975円（税込）

［付属］出湯管
［別売］換気扇連動スイッチ ・・・・・・・・ 5,040円（税込）

［付属］出湯管
［別売］換気扇連動スイッチ ・・・・・・・・ 9,975円（税込）

13A LPG

●寸法／幅288×奥行141×高さ360mm
●給湯能力／8.78kW

PH-5BS

36,225円（税抜34,500円）
希望小売価格

5号

13A LPG

●寸法／幅288×奥行135×高さ358mm
●給湯能力／8.72kW

YR546K

36,225円（税抜34,500円）
希望小売価格

5号
13A LPG

●寸法／幅290×奥行136×高さ372mm
●給湯能力／8.72kW

RUS-V51WTK（SL）

36,750円（税抜35,000円）
希望小売価格

5号5号

13A LPG

●寸法／幅288×奥行135×高さ358mm
●給湯能力／8.72kW

YS546

37,380円（税抜35,600円）
希望小売価格

5号

ガス小型湯沸器

湯温・湯量の調節、お湯から
水への切り替えもワンプッ
シュ。

ワンプッシュ式点火・消火 キッチンシャワー 温度コントロール
ストレート流水とシャワー流水
をシーソーボタンでワンタッチ
切り替え。自由に動くシャ
ワーヘッドも便利です。

お好みの出湯温度を本体で
自由にコントロール。いつで
も快適なお湯が使えます。

事故を防ぎ、長く安全に使うために

「長期使用製品安全点検制度」に関するお願い。

大切なご案内

対象の製品を安全に使い続けるために、「長期使用製品安全点検制度」※が設けられました。（平成21年4月1日より開始）
点検制度の対象機種（特定保守製品※）を購入し、所有者票にてメーカーに所有者情報を登録いただきますと、
点検時期が近づきましたら点検時期をお知らせし、点検（有償）を受けていただくことで経年劣化による事故を防止
するための制度です。
製品に　　　　　 のマークが入ったものを購入した場合は、製品に同梱の所有者票に記載して投函またはイン
ターネットでご登録ください。
※消費生活用製品安全法の改正に伴い創設された制度です。
※特定保守製品とは「消費生活用製品のうち、長時間の使用に伴い生ずる劣化（経年劣化）により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対
して、特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なもの（消安
法第2条第4項）として指定された製品です。

特定保守製品

特定保守製品 特定保守製品 特定保守製品

特定保守製品特定保守製品 特定保守製品


